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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数の発光素子と、前記１又は複数の発光素子を収容する凹部を備えた発光素子
収容体と、前記凹部により形成された空間を気密すると共に、前記１又は複数の発光素子
の光を透過させる光透過部材と、を有する発光装置を備え、
　前記凹部は、前記凹部の底面から前記光透過部材に向かうにつれて幅広形状とされてお
り、
　前記１又は複数の発光素子が放出する光を所定の方向に照射する照明装置であって、
　前記光透過部材に前記１又は複数の発光素子が放出する光の一部を遮光する遮光部材と
、前記１又は複数の発光素子を覆う蛍光体含有樹脂と、前記空間を充填するように設けら
れ、前記１又は複数の発光素子を封止する封止樹脂とを設けると共に、
　前記光透過部材に、前記空間に前記封止樹脂を導入するための貫通部をさらに設けたこ
とを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記遮光部材は、前記空間に露出された側の前記光透過部材の面に設けたことを特徴と
する請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記凹部の側面及び／又は前記凹部の底面に、前記１又は複数の発光素子が放出する光
を反射する反射部材を設けたことを特徴とする請求項１又は２記載の照明装置。
【請求項４】
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　前記遮光部材は、前記１又は複数の発光素子の光を受光する側の面が略鏡面とされた金
属膜であることを特徴とする請求項１ないし３のうち、いずれか一項記載の照明装置。
【請求項５】
　蛍光体含有樹脂に覆われた１又は複数の発光素子と、前記１又は複数の発光素子を収容
する凹部を備えた発光素子収容体と、前記凹部により形成された空間に設けられ、前記１
又は複数の発光素子を封止する封止樹脂と、を有する発光装置を備え、
　前記凹部は、前記凹部の底面から離間するにつれて幅広形状とされており、
　前記１又は複数の発光素子が放出する光を所定の方向に照射する照明装置であって、
　前記発光素子収容体の上面に、前記１又は複数の発光素子が放出する光を遮光する板体
を設けると共に、前記板体に前記１又は複数の発光素子が放出する光を前記所定の方向に
通過させる貫通部を設け、
　前記封止樹脂は、前記蛍光体含有樹脂に覆われた前記１又は複数の発光素子を被覆する
ように前記凹部に充填されると共に、前記貫通部を塞ぐように設けられていることを特徴
とする照明装置。
【請求項６】
　前記凹部の側面及び／又は前記凹部の底面に、前記１又は複数の発光素子が放出する光
を反射する第１の反射部材を設けたことを特徴とする請求項５記載の照明装置。
【請求項７】
　前記封止樹脂の上方に突出した部分の前記板体の下面を覆うように前記１又は複数の発
光素子が放出する光を前記第１の反射部材に向けて反射する第２の反射部材を設けたこと
を特徴とする請求項６記載の照明装置。
【請求項８】
　蛍光体含有樹脂に覆われた１又は複数の発光素子と、前記１又は複数の発光素子を収容
する凹部を有する発光素子収容体と、前記凹部により形成された空間に設けられ、前記１
又は複数の発光素子を封止する封止樹脂と、を有する発光装置を備え、
　前記凹部は、前記凹部の底面から離間するにつれて幅広形状とされており、
　前記１又は複数の発光素子が放出する光を所定の方向に照射する照明装置であって、
　前記封止樹脂上に、前記１又は複数の発光素子が放出する光の一部を遮光する遮光部材
を設け、
　前記遮光部材は、前記１又は複数の発光素子の光を受光する側の面が略鏡面とされた金
属板であり、前記１又は複数の発光素子の光を受光する側の面は前記封止樹脂の上面と接
していることを特徴とする照明装置。
【請求項９】
　前記凹部の側面及び／又は前記凹部の底面に、前記１又は複数の発光素子が放出する光
を反射する反射部材を設けたことを特徴とする請求項８記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に係り、特に発光素子が放出する光を所定の方向に照射する照明装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明装置には、発光素子が放出する光を所定の方向に照射する装置がある（例えば、図
１参照）。このような照明装置は、例えば、スポットライト（例えば、劇場やテレビスタ
ジオ等の照明用に使用されるスポットライト）や、車両のヘッドライト等に用いられる。
【０００３】
　図１は、従来の照明装置の断面図である。図１において、Ｋは照明装置２００から照射
された光のうち、所定の方向に照射された光を示している。
【０００４】
　図１を参照するに、従来の照明装置２００は、発光装置２０１と、遮光板２０２とを有
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する。発光装置２０１は、発光素子収容体２０５と、発光素子２０６と、反射膜２０７と
、光透過部材２０８とを有する。発光素子収容体２０５は、収容体本体２１１と、貫通ビ
ア２１２と、第１接続パッド２１３と、第２接続パッド２１４とを有する。
【０００５】
　収容体本体２１１は、発光素子２０６を収容する凹部２１６と、貫通孔２１８とを有す
る。凹部２１６は、凹部２１６の底面２１６Ａから光透過部材２０８に向かうにつれて幅
広形状とされている。これにより、凹部２１６の側面２１６Ｂは、傾斜面とされている。
貫通孔２１８は、凹部２１６の底面２１６Ａに対応する部分の収容体本体２１１を貫通す
るように形成されている。
【０００６】
　貫通ビア２１２は、貫通孔２１８に設けられている。貫通ビア２１２の上端部は第１接
続パッド２１３と接続されており、貫通ビア２１２の下端部は第２接続パッド２１４と接
続されている。
【０００７】
　第１接続パッド２１３は、貫通ビア２１２の形成位置に対応する部分の凹部２１６の底
面２１６Ａに設けられている。第１接続パッド２１３は、貫通ビア２１２及びバンプ２２
１と接続されると共に、バンプ２２１を介して、発光素子２０６と電気的に接続されてい
る。
【０００８】
　第２接続パッド２１４は、貫通ビア２１２の形成位置に対応する部分の収容体本体２１
１の下面２１１Ｂに設けられている。第２接続パッド２１４は、貫通ビア２１２と接続さ
れている。第２接続パッド２１４は、図示していないマザーボード等の実装基板と接続さ
れる外部接続端子用のパッドである。
【０００９】
　発光素子２０６は、収容体本体２１１に設けられた凹部２１６に収容されている。発光
素子２０６は、電極パッド２２３を有する。発光素子２０６は、電極パッド２２３に設け
られたバンプ２２１を介して、発光素子２０６と電気的に接続されている。発光素子２０
６は、その全面から光を放出する素子である。
【００１０】
　反射膜２０７は、凹部２１６の側面２１６Ｂを覆うように設けられている。反射膜２０
７は、発光素子２０６の側面及び下面から放出される光を反射することで、照明装置２０
０の輝度を確保するための膜である。
【００１１】
　光透過部材２０８は、凹部２１６により形成された空間Ｊを気密するように、収容体本
体２１１の上面２１１Ａに設けられている（例えば、特許文献１参照。）。
【００１２】
　遮光板２０２は、発光装置２０１から離間した位置に設けられている。遮光板２０２は
、発光装置２０１から放出される光の一部を遮光することにより、所定の方向に光Ｋを放
出するためのマスクである（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００５－３２７８２０号公報
【特許文献２】実開平６－７１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、従来の照明装置２００では、遮光板２０２が発光装置２０１から離間し
た位置に設けられていたため、照明装置２００の小型化を図ることが困難であるという問
題があった。
【００１４】
　そこで本発明は、小型化を図ることのできる照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１５】
　本発明の一観点によれば、１又は複数の発光素子と、前記１又は複数の発光素子を収容
する凹部を備えた発光素子収容体と、前記凹部により形成された空間を気密すると共に、
前記１又は複数の発光素子の光を透過させる光透過部材と、を有する発光装置を備え、
　前記凹部は、前記凹部の底面から前記光透過部材に向かうにつれて幅広形状とされてお
り、
　前記１又は複数の発光素子が放出する光を所定の方向に照射する照明装置であって、
　前記光透過部材に前記１又は複数の発光素子が放出する光の一部を遮光する遮光部材と
、前記１又は複数の発光素子を覆う蛍光体含有樹脂と、前記空間を充填するように設けら
れ、前記１又は複数の発光素子を封止する封止樹脂とを設けると共に、
　前記光透過部材に、前記空間に前記封止樹脂を導入するための貫通部をさらに設けたこ
とを特徴とする照明装置が提供される。
 
【００１６】
　本発明によれば、発光装置の構成要素うちの１つである光透過部材に１又は複数の発光
素子が放出する光の一部を遮光する遮光部材を設けることにより、発光装置から離間した
位置に遮光板を設けた従来の照明装置と比較して、照明装置を小型化することができる。
【００１７】
　本発明の他の観点によれば、蛍光体含有樹脂に覆われた１又は複数の発光素子と、前記
１又は複数の発光素子を収容する凹部を備えた発光素子収容体と、前記凹部により形成さ
れた空間に設けられ、前記１又は複数の発光素子を封止する封止樹脂と、を有する発光装
置を備え、前記凹部は、前記凹部の底面から離間するにつれて幅広形状とされており、前
記１又は複数の発光素子が放出する光を所定の方向に照射する照明装置であって、前記発
光素子収容体の上面に、前記１又は複数の発光素子が放出する光を遮光する板体を設ける
と共に、前記板体に前記１又は複数の発光素子が放出する光を前記所定の方向に通過させ
る貫通部を設け、前記封止樹脂は、前記蛍光体含有樹脂に覆われた前記１又は複数の発光
素子を被覆するように前記凹部に充填されると共に、前記貫通部を塞ぐように設けられて
いることを特徴とする照明装置が提供される。
【００１８】
　本発明によれば、発光装置の構成要素である発光素子収容体及び封止樹脂の上面に、１
又は複数の発光素子が放出する光を遮光する板体を設けると共に、板体に１又は複数の発
光素子が放出する光を所定の方向に通過させる貫通部を設けたことにより、発光装置から
離間した位置に遮光板を設けた従来の照明装置と比較して、照明装置を小型化することが
できる。
【００１９】
　本発明の他の観点によれば、蛍光体含有樹脂に覆われた１又は複数の発光素子と、前記
１又は複数の発光素子を収容する凹部を有する発光素子収容体と、前記凹部により形成さ
れた空間に設けられ、前記１又は複数の発光素子を封止する封止樹脂と、を有する発光装
置を備え、前記凹部は、前記凹部の底面から離間するにつれて幅広形状とされており、前
記１又は複数の発光素子が放出する光を所定の方向に照射する照明装置であって、前記封
止樹脂上に、前記１又は複数の発光素子が放出する光の一部を遮光する遮光部材を設け、
前記遮光部材は、前記１又は複数の発光素子の光を受光する側の面が略鏡面とされた金属
板であり、前記１又は複数の発光素子の光を受光する側の面は前記封止樹脂の上面と接し
ていることを特徴とする照明装置が提供される。
【００２０】
　本発明によれば、１又は複数の発光素子が放出する光の一部を遮光する遮光部材を発光
装置の構成要素である封止樹脂上に設けることにより、光透過部材に遮光部材を設けた場
合と比較して、照明装置をさらに小型化することができる。
【発明の効果】
【００２１】
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　本発明によれば、照明装置の小型化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
　（第１の実施の形態）
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る照明装置の断面図であり、図３は、図２に示
す発光素子が収容された発光素子収容体の平面図である。図２において、Ａは照明装置１
０から所定の方向に照射された光を示している。
【００２４】
　図２及び図３を参照するに、第１の実施の形態の照明装置１０は、発光装置１１と、遮
光部材１２とを有する。発光装置１１は、発光素子収容体１５と、発光素子１６と、反射
部材１７と、光透過部材１８とを有する。
【００２５】
　発光素子収容体１５は、収容体本体２１と、貫通ビア２２と、第１接続パッド２３と、
配線パターン２４と、第２接続パッド２５とを有する。
【００２６】
　収容体本体２１は、発光素子１６を収容する凹部２８と、貫通孔２９とを有する。凹部
２８は、凹部２８の底面２８Ａから光透過部材１８に向かうにつれて（凹部２８の底面２
８Ａから離間するにつれて）幅広形状とされている。これにより、凹部２８の側面２８Ｂ
は、傾斜面とされている。凹部２８の側面２８Ｂと凹部２８の底面２８Ａとが成す角度θ
１は、例えば、１２０度～１６０度とすることができる。凹部２８の深さＤ１は、例えば
、２５０μｍとすることができる。
【００２７】
　貫通孔２９は、凹部２８の底面２８Ａに対応する部分の収容体本体２１を貫通するよう
に形成されている。収容体本体２１の材料としては、例えば、樹脂、セラミック、アルミ
ナ、シリコン等を用いることができる。なお、収容体本体２１の材料としてシリコンを用
いた場合、収容体本体２１と貫通ビア２２、第１接続パッド２３、及び配線パターン２４
との間を絶縁するための絶縁膜（図示せず）を、貫通ビア２２、第１接続パッド２３、及
び配線パターン２４の形成領域に対応する部分の収容体本体２１に設ける必要がある。絶
縁膜としては、例えば、厚さが１μｍの酸化膜を用いることができる。収容体本体２１の
厚さＭ１は、例えば、３５０μｍとすることができる。
【００２８】
　貫通ビア２２は、貫通孔２９に設けられている。貫通ビア２２の上端部は第１接続パッ
ド２３と接続されており、貫通ビア２２の下端部は第２接続パッド２４と接続されている
。貫通ビア２２の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。貫通ビア２２は、
例えば、めっき法により形成することができる。
【００２９】
　第１接続パッド２３は、貫通ビア２２の形成位置に対応する部分の凹部２８の底面２８
Ａに設けられている。第１接続パッド２３は、貫通ビア２２及びバンプ３１と接続される
と共に、バンプ３１を介して、発光素子１６と電気的に接続されている。第１接続パッド
２３の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。第１接続パッド２３は、例え
ば、めっき法により形成することができる。
【００３０】
　配線パターン２４は、貫通ビア２２の形成位置に対応する部分の収容体本体２１の下面
２１Ｂに設けられている。配線パターン２４は、貫通ビア２２と接続されている。配線パ
ターン２４は、貫通ビア２２を介して、第１接続パッド２３と電気的に接続されている。
配線パターン２４は、図示していない実装基板（例えば、マザーボード等）のパッドの配
設位置に対応するように第２接続パッド２５の配設位置を調整するためのものである。ま
た、配線パターン２４は、発光素子１６が発光した際に発生する熱を照明装置１０の外部
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に放出する機能を有する。
配線パターン２４の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。配線パターン２
４は、例えば、めっき法により形成することができる。
【００３１】
　第２接続パッド２５は、配線パターン２４の下面２４Ａに設けられている。第２接続パ
ッド２５は、配線パターン２４を介して、発光素子１６と電気的に接続されている。第２
接続パッド２５は、図示していないマザーボード等の実装基板と接続される。第２接続パ
ッド２５としては、例えば、配線パターン２４側からＮｉ層、Ａｕ層の順に積層されたＮ
ｉ／Ａｕ積層膜を用いることができる。Ｎｉ層の厚さは、例えば、５μｍとすることがで
きる。また、Ａｕ層の厚さは、例えば、０．５μｍとすることができる。
【００３２】
　発光素子１６は、収容体本体２１の凹部２８に収容されている。発光素子１６は、少な
くとも２つ以上の電極パッド３３を有する。電極パッド３３は、バンプ３１を介して、第
１接続パッド２３と電気的に接続されている。発光素子１６は、その全面から発光する素
子である。発光素子１６としては、例えば、発光ダイオードやレーザーダイオード等を用
いることができる。
【００３３】
　反射部材１７は、凹部２８の側面２８Ｂ、及び凹部２８の側面２８Ｂと隣接する部分の
凹部２８の底面２８Ａに設けられている。反射部材１７は、発光素子１６の側面及び下面
から放出される光を反射するための部材である。
【００３４】
　このように、凹部２８の側面２８Ｂ、及び凹部２８の側面２８Ｂと隣接する部分の凹部
２８の底面２８Ａに反射部材１７を設けることにより、発光素子１６の側面及び下面から
放出される光を反射して、照明装置１０の外部に放出することが可能となるため、照明装
置１０の輝度を向上させることができる。
【００３５】
　反射部材１７としては、例えば、発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金属
板や金属膜等を用いることができる。金属板の材料としては、例えば、ＡｇやＡｌ等を用
いることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることができる。
Ａｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成することがで
きる。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば、スパ
ッタ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍとするこ
とができる。
【００３６】
　光透過部材１８は、凹部２８により形成された空間Ｂを気密するように、収容体本体２
１の上面２１Ａに設けられている。光透過部材１８は、発光素子１６の光を透過させるこ
とが可能な材料により構成されている。光透過部材１８の材料としては、例えば、ガラス
を用いることができる。光透過部材１８の厚さＭ２は、例えば、２００μｍとすることが
できる。
【００３７】
　図４は、図２に示す遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【００３８】
　図２及び図４を参照するに、遮光部材１２は、光透過部材１８の面１８Ｂに設けられて
いる。光透過部材１８の面１８Ｂは、気密された空間Ｂに露出された側の光透過部材１８
の面である。遮光部材１２は、発光素子１６が放出する光の一部を遮光することで、所定
の方向にのみ発光素子１６の光を照射するための部材である。
【００３９】
　このように、発光素子１６が放出する光の一部を遮光する遮光部材１２を、発光装置１
１の構成要素のうちの１つである光透過部材１８の面１８Ｂに設けることにより、発光装
置２０１から離間した位置に遮光板２０２を設けた従来の照明装置２００（図１参照）と
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比較して、照明装置１０を小型化することができる。
【００４０】
　また、気密された空間Ｂに露出された側の光透過部材１８の面１８Ｂに遮光部材１２を
設けることにより、遮光部材１２の劣化を抑制することができる。
【００４１】
　遮光部材１２としては、例えば、発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金属
膜を用いることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることがで
きる。Ａｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成するこ
とができる。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば
、スパッタ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍと
することができる。
【００４２】
　本実施の形態の照明装置によれば、発光素子１６が放出する光の一部を遮光する遮光部
材１２を、発光装置１１の構成要素のうちの１つである光透過部材１８の面１８Ｂに設け
ることにより、発光装置２０１から離間した位置に遮光板２０２を設けた従来の照明装置
２００（図１参照）と比較して、照明装置１０を小型化することができる。
【００４３】
　また、気密された空間Ｂに露出された側の光透過部材１８の面１８Ｂに遮光部材１２を
設けることにより、遮光部材１２の劣化を抑制することができる。
【００４４】
　なお、本実施の形態では、凹部２８の側面２８Ｂ、及び凹部２８の側面２８Ｂと隣接す
る部分の凹部２８の底面２８Ａに反射部材１７を設けた場合を例に挙げて説明したが、反
射部材１７は、凹部２８の側面２８Ｂ及び凹部２８の底面２８Ａのいずれか一方のみに設
けてもよい。
【００４５】
　図５は、本発明の第１の実施の形態の変形例に係る照明装置の断面図である。図５にお
いて、Ｃは照明装置４０から所定の方向に照射された光を示している。また、図５におい
て、第１の実施の形態の照明装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００４６】
　図５を参照するに、第１の実施の形態の変形例の照明装置４０は、第１の実施の形態の
照明装置１０の構成にさらに遮光部材４１を設けた以外は照明装置１０と同様に構成され
る。
【００４７】
　図６は、図５に示す複数の遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。図６にお
いて、図５に示す照明装置４０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００４８】
　図５及び図６を参照するに、遮光部材４１は、光透過部材１８の面１８Ｂに設けられて
いる。遮光部材４１は、遮光部材１２と共に、発光素子１６から放出される光の一部を遮
光して、所定の方向に発光素子１６の光を放出するための部材である。
【００４９】
　遮光部材４１としては、発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金属膜を用い
ることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることができる。Ａ
ｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成することができ
る。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば、スパッ
タ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍとすること
ができる。
【００５０】
　上記説明した照明装置４０のように、必要に応じて複数の遮光部材１２，４１を光透過
部材１８に設けてもよい。また、発光素子１６の光の一部を遮光する遮光部材は、光透過
部材１８の両面１８Ａ，１８Ｂに設けてもよい。
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【００５１】
　上記構成とされた照明装置４０は、第１の実施の形態の照明装置１０と同様な効果を得
ることができる。
【００５２】
　（第２の実施の形態）
　図７は、本発明の第２の実施の形態に係る照明装置の断面図である。図７において、第
１の実施の形態の照明装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００５３】
　図７を参照するに、第２の実施の形態の照明装置５０は、第１の実施の形態の照明装置
１０に設けられた遮光部材１２の代わりに、遮光部材５１を設けた以外は照明装置１０と
同様に構成される。
【００５４】
　図８は、図７に示す遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【００５５】
　図７及び図８を参照するに、遮光部材５１は、光透過部材１８の面１８Ａ（気密された
空間Ｂに露出されていない側の光透過部材１８の面）に設けられている。つまり、遮光部
材５１は、第１の実施の形態で説明した遮光部材１２が設けられた光透過部材１８の面１
８Ｂとは反対側の光透過部材１８の面１８Ａに設けられている。遮光部材５１としては、
発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金属膜を用いることができる。金属膜と
しては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることができる。Ａｇ膜は、例えば、インクジ
ェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成することができる。Ａｇ膜の厚さは、例え
ば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば、スパッタ法により形成することが
できる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍとすることができる。
【００５６】
　本実施の形態の照明装置によれば、発光素子１６が放出する光の一部を遮光する遮光部
材５１を、発光装置１１の構成要素のうちの１つである光透過部材１８の面１８Ａに設け
ることにより、発光装置２０１から離間した位置に遮光板２０２を設けた従来の照明装置
２００（図１参照）と比較して、照明装置５０を小型化することができる。
【００５７】
　なお、本実施の形態では、光透過部材１８の面１８Ａに１つの遮光部材５１を設けた場
合を例に挙げて説明したが、必要に応じて光透過部材１８の面１８Ａ及び／又は面１８Ｂ
に複数の遮光部材を設けてもよい。
【００５８】
　（第３の実施の形態）
　図９は、本発明の第３の実施の形態に係る照明装置の断面図である。図９において、Ｇ
は凹部７３により形成される空間（以下、「空間Ｇ」とする）を示している。また、図９
において、第１の実施の形態の照明装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００５９】
　図９を参照するに、第３の実施の形態の照明装置６０は、発光装置６１と、遮光部材６
２とを有する。発光装置６１は、第１の実施の形態で説明した発光装置１１に設けられた
発光素子収容体１５、反射部材１７、及び光透過部材１８の代わりに、発光素子収容体６
５、反射部材６６、及び光透過部材６７を設けた以外は発光装置１１と同様に構成される
。
【００６０】
　発光素子収容体６５は、第１の実施の形態で説明した発光素子収容体１５に設けられた
収容体本体２１の代わりに、収容体本体７１を設けた以外は収容体本体２１と同様に構成
される。
【００６１】
　収容体本体７１は、貫通孔２９と、発光素子１６を収容する凹部７３とを有する。凹部
７３は、凹部７３の底面７３Ａから凹部７３の底面７３Ａの上方に配置された光透過部材
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６７に向かうにつれて（凹部７３の底面７３Ａから離間するにつれて）幅広形状とされて
いる。凹部７３の深さＤ２は、例えば、２５０μｍとすることができる。凹部７３は、形
状の異なる側面７３Ｂ，７３Ｃを有する。凹部７３の側面７３Ｂは、略一定の傾斜角度を
有した傾斜面とされている。凹部７３の側面７３Ｂと凹部７３の底面７３Ａとの成す角度
θ２は、例えば、１２５度とすることができる。
【００６２】
　凹部７３の側面７３Ｃは、第１の傾斜面７５Ｄと、第１の傾斜面７５Ｄとは傾斜角度の
異なる第２の傾斜面７５Ｅとから構成されている。第１の傾斜面７５Ｄは、凹部７３の底
面７３Ａと隣接するように配置されている。第１の傾斜面７５Ｄと凹部７３の底面７３Ａ
とが成す角度θ３は、例えば、１５４度とすることができる。収容体本体７１の厚さＭ３
が３５０μｍの場合、第１の傾斜面７５Ｄが形成された部分の収容体本体７１の厚さＭ４
は、例えば、１００μｍとすることができる。
【００６３】
　第２の傾斜面７５Ｅは、第１の傾斜面７５Ｄと隣接するように配置されている。第２の
傾斜面７５Ｅと凹部７３の底面７３Ａとが成す角度θ４は、例えば、１２５度とすること
ができる。収容体本体７１の厚さＭ３が３５０μｍの場合、第２の傾斜面７５Ｅが形成さ
れた部分の収容体本体７１の厚さＭ５は、例えば、１５０μｍとすることができる。
【００６４】
　収容体本体７１の材料としては、例えば、樹脂、セラミック、アルミナ、シリコン等を
用いることができる。なお、収容体本体７１の材料としてシリコンを用いた場合、貫通ビ
ア２２、第１接続パッド２３、及び配線パターン２４と収容体本体７１との間を絶縁する
ための絶縁膜（図示せず）を、貫通ビア２２、第１接続パッド２３、及び配線パターン２
４の形成領域に対応する部分の収容体本体７１に設ける必要がある。絶縁膜としては、例
えば、厚さが１μｍの酸化膜を用いることができる。収容体本体７１の厚さＭ３は、例え
ば、３５０μｍとすることができる。
【００６５】
　反射部材６６は、凹部７３の側面７３Ｂ，７３Ｃ、及び凹部７３の側面７３Ｂ，７３Ｃ
と隣接する部分の凹部７３の底面７３Ａに設けられている。反射部材６６は、発光素子１
６の側面及び下面から放出される光を反射するための部材である。なお、遮光部材６２が
発光素子１６の光を反射する場合、反射部材６６は、遮光部材６２により反射された光を
反射する。
【００６６】
　このように、凹部７３の側面７３Ｂ，７３Ｃ、及び凹部７３の側面７３Ｂ，７３Ｃと隣
接する部分の凹部７３の底面７３Ａに反射部材６６を設けることにより、発光素子１６の
側面及び下面から放出される光を反射して、照明装置６０の外部に放出することが可能と
なるため、照明装置６０の輝度を向上させることができる。
【００６７】
　反射部材６６としては、例えば、発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金属
板や金属膜等を用いることができる。金属板の材料としては、例えば、ＡｇやＡｌ等を用
いることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることができる。
Ａｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成することがで
きる。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば、スパ
ッタ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍとするこ
とができる。
【００６８】
　光透過部材６７は、凹部７３により形成された空間Ｇを気密するように、収容体本体２
１の上面２１Ａに設けられている。光透過部材６７は、発光素子１６の光を透過させるこ
とが可能な材料により構成されている。光透過部材６７の材料としては、例えば、ガラス
を用いることができる。光透過部材６７の厚さＭ６は、例えば、２００μｍとすることが
できる。
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【００６９】
　図１０は、図９に示す遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【００７０】
　図９及び図１０を参照するに、遮光部材６２は、光透過部材６７の面６７Ｂに設けられ
ている。光透過部材６７の面６７Ｂは、気密された空間Ｇに露出された側の光透過部材６
７の面である。遮光部材６２は、発光素子１６が放出する光の一部を遮光することで、所
定の方向に発光素子１６の光を照射するための部材である。
【００７１】
　このように、発光素子１６が放出する光の一部を遮光する遮光部材６２を、発光装置６
１の構成要素のうちの１つである光透過部材６７の面６７Ｂに設けることにより、発光装
置２０１から離間した位置に遮光板２０２を設けた従来の照明装置２００（図１参照）と
比較して、照明装置６０を小型化することができる。
【００７２】
　また、気密された空間Ｇに露出された側の光透過部材６７の面６７Ｂに遮光部材６２を
設けることにより、遮光部材６２の劣化を抑制することができる。
【００７３】
　遮光部材６２としては、例えば、発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金属
膜を用いることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることがで
きる。Ａｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成するこ
とができる。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば
、スパッタ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍと
することができる。
【００７４】
　本実施の形態の照明装置によれば、発光素子１６が放出する光の一部を遮光する遮光部
材６２を、発光装置６１の構成要素のうちの１つである光透過部材６７の面６７Ｂに設け
ることにより、発光装置２０１から離間した位置に遮光板２０２を設けた従来の照明装置
２００（図１参照）と比較して、照明装置６０を小型化することができる。
【００７５】
　また、気密された空間Ｇに露出された側の光透過部材６７の面６７Ｂに遮光部材６２を
設けることにより、遮光部材６２の劣化を抑制することができる。
【００７６】
　なお、本実施の形態では、気密された空間Ｇに露出された側の光透過部材６７の面６７
Ｂに遮光部材６２を設けた場合を例に挙げて説明したが、遮光部材６２の代わりに第２の
実施の形態の照明装置５０に設けられた遮光部材５１を光透過部材６７の面６７Ａに設け
てもよい。
【００７７】
　（第４の実施の形態）
　図１１は、本発明の第４の実施の形態に係る照明装置の断面図であり、図１２は、図１
１に示す発光素子が収容された発光素子収容体の平面図である。図１１において、Ｅは照
明装置９０から所定の方向に照射された光を示している。また、図１１において、第１の
実施の形態の照明装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００７８】
　図１１及び図１２を参照するに、第４の実施の形態の照明装置９０は、発光装置９１と
、遮光部材９２とを有する。発光装置９１は、第１の実施の形態で説明した発光装置１１
に設けられた発光素子収容体１５、反射部材１７、及び光透過部材１８の代わりに、発光
素子収容体９５、反射部材９６、及び光透過部材９７を設けると共に、さらに２つの発光
素子１６（つまり、発光装置９１は３つの発光素子１６を有する）を設けた以外は発光装
置１１と同様に構成される。
【００７９】
　発光素子収容体９５は、第１の実施の形態で説明した発光素子収容体１５に設けられた
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収容体本体２１の代わりに収容体本体９４を設けると共に、収容体本体９４に３つの発光
素子１６のそれぞれに対して貫通ビア２２、第１接続パッド２３、配線パターン２４、及
び第２接続パッド２５を設けた以外は収容体本体２１と同様に構成される。
【００８０】
　収容体本体９４は、貫通孔２９と、３つの発光素子１６を収容する凹部９８とを有する
。凹部９８は、凹部９８の底面９８Ａから底面９８Ａの上方に配置された光透過部材９７
に向かうにつれて（凹部９８の底面９８Ａから離間するにつれて）幅広形状とされている
。これにより、凹部９８の側面９８Ｂは、傾斜面とされている。凹部９８の側面９８Ｂと
凹部９８の底面９８Ａとが成す角度θ５は、例えば、１２０度～１６０度とすることがで
きる。また、凹部９８の深さＤ３は、例えば、２５０μｍとすることができる。
【００８１】
　収容体本体９４の材料としては、例えば、樹脂、セラミック、アルミナ、シリコン等を
用いることができる。なお、収容体本体９４の材料としてシリコンを用いた場合、貫通ビ
ア２２、第１接続パッド２３、及び配線パターン２４と収容体本体９４との間を絶縁する
ための絶縁膜（図示せず）を、貫通ビア２２、第１接続パッド２３、及び配線パターン２
４の形成領域に対応する部分の収容体本体９４に設ける必要がある。絶縁膜としては、例
えば、厚さが１μｍの酸化膜を用いることができる。収容体本体９４の厚さＭ７は、例え
ば、３５０μｍとすることができる。
【００８２】
　反射部材９６は、凹部９８の側面９８Ｂ、及び凹部９８の側面９８Ｂと隣接する部分の
凹部９８の底面９８Ａに設けられている。反射部材９６は、３つの発光素子１６の光を反
射するための部材である。なお、反射部材９６は、遮光部材９２が光を反射する機能を有
する場合、遮光部材９２により反射された光も反射する。
【００８３】
　このように、凹部９８の側面９８Ｂ、及び凹部９８の側面９８Ｂと隣接する部分の凹部
９８の底面９８Ａに反射部材９６を設けることにより、３つの発光素子１６の側面及び下
面から放出される光を反射して、照明装置９０の外部に光を放出することが可能となるた
め、照明装置９０の輝度を向上させることができる。
【００８４】
　反射部材９６としては、例えば、３つの発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされ
た金属板や金属膜等を用いることができる。金属板の材料としては、例えば、ＡｇやＡｌ
等を用いることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることがで
きる。Ａｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成するこ
とができる。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば
、スパッタ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍと
することができる。
【００８５】
　光透過部材９７は、凹部９８により形成された空間Ｆを気密するように、収容体本体９
４の上面９４Ａに設けられている。光透過部材９７は、発光素子１６の光を透過させるこ
とが可能な材料により構成されている。光透過部材９７の材料としては、例えば、ガラス
を用いることができる。光透過部材９７の厚さＭ８は、例えば、２００μｍとすることが
できる。
【００８６】
　図１３は、図１１に示す遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【００８７】
　図１１及び図１３を参照するに、遮光部材９２は、光透過部材９７の面９７Ｂに設けら
れている。光透過部材９７の面９７Ｂは、気密された空間Ｆに露出された側の光透過部材
９７の面である。遮光部材９２は、３つの発光素子１６が放出する光の一部を遮光するこ
とで、所定の方向に３つの発光素子１６の光を照射するための部材である。
【００８８】
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　このように、３つの発光素子１６が放出する光の一部を遮光する遮光部材９２を、発光
装置９１の構成要素のうちの１つである光透過部材９７の面９７Ｂに設けることにより、
発光装置２０１から離間した位置に遮光板２０２を設けた従来の照明装置２００（図１参
照）と比較して、照明装置９０を小型化することができる。
【００８９】
　また、気密された空間Ｆに露出された側の光透過部材９７の面９７Ｂに遮光部材９２を
設けることにより、遮光部材９２の劣化を抑制することができる。
【００９０】
　遮光部材９２としては、例えば、発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金属
膜を用いることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることがで
きる。Ａｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成するこ
とができる。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば
、スパッタ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍと
することができる。
【００９１】
　本実施の形態の照明装置によれば、３つの発光素子１６が放出する光の一部を遮光する
遮光部材９２を、発光装置９１の構成要素のうちの１つである光透過部材９７の面９７Ｂ
に設けることにより、発光装置２０１から離間した位置に遮光板２０２を設けた従来の照
明装置２００（図１参照）と比較して、照明装置９０を小型化することができる。
【００９２】
　また、気密された空間Ｆに露出された側の光透過部材９７の面９７Ｂに遮光部材９２を
設けることにより、遮光部材９２の劣化を抑制することができる。
【００９３】
　また、３つの発光素子１６を凹部９８に配設することにより、照明装置９０の輝度を向
上させることができる。
【００９４】
　なお、本実施の形態では、凹部９８に３つの発光素子１６を収容した場合を例に挙げて
説明したが、凹部９８に収容する発光素子１６の数は２つでもいいし、３つ以上でもよい
。また、本実施の形態の照明装置９０をプロジェクタに適用する場合、赤色発光する発光
素子、青色発光する発光素子、及び緑色発光する発光素子を上記３つの発光素子１６とし
て用いるとよい。これにより、照明装置９０を用いてカラー画像を投影することができる
。
【００９５】
　なお、先に説明した第１～第３の実施の形態の照明装置１０，５０，６０及び第１の実
施の形態の変形例の照明装置４０に、複数の発光素子１６を設けてもよい。
【００９６】
　（第５の実施の形態）
　図１４は、本発明の第５の実施の形態に係る照明装置の断面図である。図１４において
、第１の実施の形態の照明装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００９７】
　図１４を参照するに、第５の実施の形態の照明装置１００は、第１の実施の形態の照明
装置１０に設けられた発光装置１１の代わりに発光装置１０５を設けた以外は照明装置１
０と同様に構成される。
【００９８】
　発光装置１０５は、第１の実施の形態で説明した発光装置１１の構成に、さらに蛍光体
含有樹脂１０１及び封止樹脂１０２を設けた以外は発光装置１１と同様に構成される。
【００９９】
　蛍光体含有樹脂１０１は、発光素子１６を覆うように設けられている。蛍光体含有樹脂
１０１は、透光性樹脂に蛍光体粒子を含有させた樹脂である。透光性樹脂としては、例え
ば、シリコーン樹脂を用いることができる。
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【０１００】
　このように、透光性樹脂としてシリコーン樹脂を用いることにより、発光素子１６から
放出される光に含まれる紫外線が蛍光体含有樹脂１０１を通過することによる蛍光体含有
樹脂１０１の劣化を抑制することができる。
【０１０１】
　照明装置１００から白色光を放出させる場合、発光素子１６としては、例えば、青色発
光する発光ダイオードやレーザーダイオード等を用いることができる。この場合、蛍光体
含有樹脂１０１に含まれる蛍光体粒子としては、例えば、黄色発光する蛍光体の粒子を用
いることができる。黄色発光する蛍光体としては、例えば、ＹＡＧ蛍光体を用いることが
できる。
【０１０２】
　封止樹脂１０２は、空間Ｂを充填するように設けられている。封止樹脂１０２は、蛍光
体含有樹脂１０１に覆われた発光素子１６を封止するための樹脂である。封止樹脂１０２
としては、例えば、シリコーン樹脂を用いることができる。
【０１０３】
　上記構成とされた照明装置１００は、蛍光体含有樹脂１０１に覆われた発光素子１６を
第１接続パッド２３にフリップチップ接続させた後、空間Ｂを充填するように封止樹脂１
０２を形成し、その後、遮光部材１２が設けられた光透過部材１８を収容体本体２１の上
面２１Ａに固定することで製造する。
【０１０４】
　このような構成とされた照明装置１００においても、第１の実施の形態の照明装置１０
と同様な効果を得ることができる。
【０１０５】
　なお、本実施の形態の照明装置１００では、１つの発光素子１６を設けた場合を例に挙
げて説明したが、凹部２８に複数の発光素子１６を設けてもよい。
【０１０６】
　また、本実施の形態で説明した蛍光体含有樹脂１０１及び封止樹脂１０２を、先に説明
した第１～第４の実施の形態の照明装置１０，５０，６０，９０、及び第１の実施の形態
の変形例の照明装置４０に設けてもよい。
【０１０７】
　（第６の実施の形態）
　図１５は、本発明の第６の実施の形態に係る照明装置の断面図である。図１５において
、第１の実施の形態の照明装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【０１０８】
　図１５を参照するに、第６の実施の形態の照明装置１１０は、第５の実施の形態の照明
装置１００に設けられた発光装置１０５の代わりに発光装置１１５を設けた以外は照明装
置１００と同様に構成されている。
【０１０９】
　発光装置１１５は、第５の実施の形態で説明した発光装置１０５に設けられた光透過部
材１８及び封止樹脂１０２の代わりに、光透過部材１１１及び封止樹脂１１２を設けた以
外は発光装置１０５と同様に構成される。
【０１１０】
　図１６は、本発明の第６の実施の形態に係る照明装置の平面図である。
【０１１１】
　図１５及び図１６を参照するに、光透過部材１１１は、収容体本体２１の上面２１Ａに
設けられている。光透過部材１１１は、封止樹脂１１２を空間Ｂ内に導入するための貫通
部１１３を有する。
【０１１２】
　このように、光透過部材１１１に貫通部１１３を設けることにより、照明装置１１０を
製造する際、光透過部材１１１を基板本体２１の上面２１Aに固定した後に、貫通部１１
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３を介して、空間Ｂ内に封止樹脂１１２を導入させることができる。
【０１１３】
　光透過部材１１１は、発光素子１６の光を透過させることが可能な材料により構成され
ている。光透過部材１１１の材料としては、例えば、ガラスを用いることができる。光透
過部材１１１の厚さＭ９は、例えば、２００μｍとすることができる。また、光透過部材
１１１は、第５の実施の形態の照明装置１００に設けられた光透過部材１８に貫通部１１
３を加工することで形成することができる。
【０１１４】
　封止樹脂１１２は、空間Ｂ及び貫通部１１３を充填するように設けられている。貫通部
１１３に設けられた部分の封止樹脂１１２の上面１１２Ａは、光透過部材１１１の面１１
１Ａと略面一とされている。封止樹脂１１２としては、例えば、シリコーン樹脂を用いる
ことができる。
【０１１５】
　このような構成とされた本実施の形態の照明装置１１０は、第５の実施の形態の照明装
置１００と同様な効果を得ることができる。
【０１１６】
　なお、先に説明した第１～第４の実施の形態の照明装置１０，５０，６０，９０、及び
第１の実施の形態の変形例の照明装置４０に設けられた光透過部材１８，６７，９７に封
止樹脂１１２を導入するための貫通部を形成すると共に、発光素子１６を蛍光体含有樹脂
１０１で覆い、封止樹脂１１２により蛍光体含有樹脂１０１で覆われた発光素子１６を封
止してもよい。
【０１１７】
　（第７の実施の形態）
　図１７は、本発明の第７の実施の形態に係る照明装置の断面図である。図１７において
、第６の実施の形態の照明装置１１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【０１１８】
　図１７を参照するに、第７の実施の形態の照明装置１２０は、第６の実施の形態の照明
装置１１０に設けられた発光装置１１５及び遮光部材１２の代わりに、
発光装置１２５及び反射部材１２４を設けた以外は、照明装置１１０と同様に構成されて
いる。
【０１１９】
　発光装置１２５は、第６の実施の形態で説明した発光装置１１５に設けられた光透過部
材１１１の代わりに、板体１２１を設けた以外は発光装置１１５と同様に構成される。
【０１２０】
　図１８は、本発明の第７の実施の形態に係る照明装置の平面図である。
【０１２１】
　図１７及び図１８を参照するに、板体１２１は、収容体本体２１の上面２１Ａに設けら
れている。板体１２１は、光を透過させない材料により構成されている。板体１２１は、
発光素子１６が放出する光を所定の方向に通過させるための貫通部１２２を有する。板体
１２１は、その一部が凹部２８に設けられた封止樹脂１１２の上方に突出するような形状
とされている。板体１２１としては、例えば、金属板やシリコン基板等を用いることがで
きる。板体１２１の厚さＭ１０は、例えば、２００μｍとすることができる。
【０１２２】
　反射部材１２４（第２の反射部材）は、封止樹脂１１２の上方に突出した部分の板体１
２１の下面１２１Ａを覆うように設けられている。反射部材１２４は、発光素子１６が放
出する光を反射部材１７（本実施の形態における第１の反射部材）に向かうように反射す
るための部材である。
【０１２３】
　このように、発光素子１６が放出する光を反射部材１７に向かうように反射する反射部
材１２４を設けることにより、反射部材１７を介して、反射部材１２４に反射された光を
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照明装置１２０の外部に照射することが可能となるので、照明装置１２０の輝度を向上さ
せることができる。
【０１２４】
　反射部材１２４としては、例えば、発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金
属板や金属膜等を用いることができる。金属板の材料としては、例えば、ＡｇやＡｌ等を
用いることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用いることができる
。Ａｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等により形成することが
できる。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ膜は、例えば、ス
パッタ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μｍ～３μｍとする
ことができる。
【０１２５】
　また、上記構成とされた本実施の形態の照明装置１２０は、第６の実施の形態の照明装
置１１０と同様な効果を得ることができる。
【０１２６】
　なお、本実施の形態の照明装置１２０では、凹部２８に１つの発光素子１６を設けた場
合を例に挙げて説明したが、凹部２８に複数の発光素子１６を設けてもよい。
【０１２７】
　（第８の実施の形態）
　図１９は、本発明の第８の実施の形態に係る照明装置の断面図である。図１９において
、第５の実施の形態の照明装置１００と同一構成部分には同一符号を付す。
【０１２８】
　図１９を参照するに、第８の実施の形態の照明装置１３０は、発光装置１３５と、遮光
部材１３１とを有する。発光装置１３５は、第５の実施の形態で説明した発光装置１０５
に設けられた光透過部材１８を構成要素から取り除くと共に、発光装置１０５に設けられ
た遮光部材１２の代わりに遮光部材１３１を設け、さらに、発光装置１０５に設けられた
封止樹脂１０２の上面１０２Ａ全体と収容体本体２１の上面２１Ａとを略面一にした以外
は発光装置１０５と同様に構成される。
【０１２９】
　図２０は、本発明の第８の実施の形態に係る照明装置の平面図である。
【０１３０】
　図１９及び図２０を参照するに、遮光部材１３１は、封止樹脂１０２の上面１０２Ａに
設けられている。遮光部材１３１の下面１３１Ａは、収容体本体２１の上面２１Ａと略面
一とされた反射部材１７の面１７Ａと接触している。遮光部材１３１は、発光素子１６の
光を遮光する機能を有する。遮光部材１３１は、発光素子１６が放出する光の一部を遮光
することで、所定の方向に発光素子１６の光を照射するための部材である。
【０１３１】
　遮光部材１３１としては、例えば、金属板やシリコン基板等を用いることができる。金
属板の材料としては、例えば、ＡｇやＡｌ等を用いることができる。また、遮光部材１３
１として金属板を用いた場合、遮光部材１３１の下面１３１Ａを略鏡面とすることで、発
光素子１６の光を反射する反射板として機能するため、照明装置１３０の輝度を向上させ
ることができる。
【０１３２】
　本実施の形態の照明装置によれば、発光素子１６が放出する光の一部を遮光する遮光部
材１３１を発光装置１３５の構成要素である封止樹脂１０２上に直接設けることにより、
遮光部材１３１を光透過部材１８（図１４参照）に設けた場合と比較して、照明装置１３
０をさらに小型化することができる。
【０１３３】
　また、遮光部材１３１の下面１３１Ａが略鏡面とされた金属板を遮光部材１３１として
用いることにより、遮光部材１３１が発光素子１６の光を反射する反射板として機能する
ため、照明装置１３０の輝度を向上させることができる。
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【０１３４】
　なお、本実施の形態の照明装置１３０の凹部２８に複数の発光素子１６を配設してもよ
い。
【０１３５】
　図２１は、本発明の第８の実施の形態の変形例に係る照明装置の断面図である。図２１
において、第８の実施の形態の照明装置１３０と同一構成部分には同一符号を付す。
【０１３６】
　図２１を参照するに、第８の実施の形態の変形例の照明装置１４０は、第７の実施の形
態の照明装置１３０の構成に、さらに反射部材１４１を設けた以外は照明装置１３０と同
様に構成される。
【０１３７】
　反射部材１４１は、遮光部材１３１の下面１３１Ａを覆うように設けられている。反射
部材１４１は、発光素子１６が放出する光を反射部材１７に向かうように反射するための
部材である。
【０１３８】
　このように、発光素子１６が放出する光を反射部材１７に向かうように反射する反射部
材１４１を設けることにより、反射部材１７を介して、反射部材１４１に反射された光を
照明装置１４０の外部に照射することが可能となるので、照明装置１４０の輝度を向上さ
せることができる。
【０１３９】
　反射部材１４１としては、例えば、発光素子１６の光を受光する面が略鏡面とされた金
属板や金属膜等を用いることができる。金属膜としては、例えば、Ａｇ膜やＡｌ膜等を用
いることができる。Ａｇ膜は、例えば、インクジェット法、真空蒸着法、めっき法等によ
り形成することができる。Ａｇ膜の厚さは、例えば、１０μｍとすることができる。Ａｌ
膜は、例えば、スパッタ法により形成することができる。Ａｌ膜の厚さは、例えば、２μ
ｍ～３μｍとすることができる。
【０１４０】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１４１】
　本発明は、発光装置が放出する光を所定の方向に照射する照明装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】従来の照明装置の断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る照明装置の断面図である。
【図３】図２に示す発光素子が収容された発光素子収容体の平面図である。
【図４】図２に示す遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態の変形例に係る照明装置の断面図である。
【図６】図５に示す複数の遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る照明装置の断面図である。
【図８】図７に示す遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態に係る照明装置の断面図である。
【図１０】図９に示す遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【図１１】本発明の第４の実施の形態に係る照明装置の断面図である。
【図１２】図１１に示す発光素子が収容された発光素子収容体の平面図である。
【図１３】図１１に示す遮光部材が設けられた光透過部材の平面図である。
【図１４】本発明の第５の実施の形態に係る照明装置の断面図である。
【図１５】本発明の第６の実施の形態に係る照明装置の断面図である。
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【図１６】本発明の第６の実施の形態に係る照明装置の平面図である。
【図１７】本発明の第７の実施の形態に係る照明装置の断面図である。
【図１８】本発明の第７の実施の形態に係る照明装置の平面図である。
【図１９】本発明の第８の実施の形態に係る照明装置の断面図である。
【図２０】本発明の第８の実施の形態に係る照明装置の平面図である。
【図２１】本発明の第８の実施の形態の変形例に係る照明装置の断面図である。
【符号の説明】
【０１４３】
　１０，４０，５０，６０，９０，１００，１１０，１２０，１３０，１４０　照明装置
　１１，６１，９１，１０５，１１５，１２５，１３５　発光装置
　１２，４１，５１，６２，９２，１３１　遮光部材
　１５，６５，９５　発光素子収容体
　１６　発光素子
　１７，６６，９６，１２４，１４１　反射部材
　１８，６７，９７，１１１　光透過部材
　２１，７１，９４　収容体本体
　１７Ａ，１８Ａ，１８Ｂ，６７Ａ，６７Ｂ，９７Ｂ，１１１Ａ，１３１Ａ　面
　２１Ａ，９４Ａ，１０２Ａ，１１２Ａ　上面
　２１Ｂ，２４Ａ，９４Ｂ，１２１Ａ，１３１Ａ　下面
　２２　貫通ビア
　２３　第１接続パッド
　２４　配線パターン
　２５　第２接続パッド
　２８，７３，９８　凹部
　２８Ａ，７３Ａ，９８Ａ　底面
　２８Ｂ，７３Ｂ，７３Ｃ，９８Ｂ　側面
　２９　貫通孔
　３１　バンプ
　３３　電極パッド
　７５Ｄ　第１の傾斜面
　７５Ｅ　第２の傾斜面
　１０１　蛍光体含有樹脂
　１０２，１１２　封止樹脂
　１１３，１２２　貫通部
　１２１　板体
　Ｂ，Ｇ，Ｆ　空間
　Ｄ１～Ｄ３　深さ
　Ｍ１～Ｍ１０　厚さ
　θ１～θ５　角度
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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